
「岡山県外国人材等支援推進計画（素案）」に対する 

県民意見等の募集結果について 

 

 令和７年１１月２２日から令和７年１２月２１日までの間、「岡山県外国人材等支

援推進計画（素案）」について、おかやま県民提案制度（パブリック・コメント）に

より、ご意見を募集したところ、次の７３件が寄せられました。 

 これらのご意見等に対する県の考え方を掲載しておりますのでご覧ください。貴重

なご意見ありがとうございました。 

 

＜寄せられたご意見の要旨と県の考え方＞ 

○計画全体（２４件） 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 技能実習生の失踪や犯罪を犯す事例が

後を絶たない中で、本計画を進めること

は、県民の安全で安心な生活を著しく脅

かすことになる。岡山県民の安心・安全・

豊かな生活が守られるのが最優先であ

る。 

本計画においては、誰もが住みやすい

多文化共生社会の実現に取り組むことと

しております。このため、外国人への日

本でのルールやマナーの周知や、外国人

と地域住民の相互理解の促進等を通じ

て、地域住民の不安の払拭や、共生に向

けた意識醸成に努めてまいります。なお、

違法行為や制度の不適切利用について

は、本計画の策定に関わらず、国ととも

に厳正に対処してまいります。 

２ 宗教的配慮が行政支援に混入する可能

性について明確な整理がない。また、外

国人施策が県民より手厚い支援になる懸

念がある。白紙に戻すべきだ。 

政教分離の原則により、特定の宗教へ

の行政支援を行うことはできません。ま

た、本計画に基づき、国籍を問わず、す

べての県民が明るい笑顔で暮らす「生き

活き岡山」の実現に向け、地域住民と在

住外国人が協力し、互いに支え合う地域

づくりを推進してまいります。 

３ 実質的に移民政策的な受入れが進む構

造になっているにもかかわらず、受入れ

可能数・財政負担・治安や教育現場の変

化・将来の社会保障費の推計が示されて

いない。 

外国人の受入上限や社会保障制度の適

正化等については、国において検討が進

められているところであり、これらを注

視しつつ、外国人材の適切で円滑な受入

れと定着を進めてまいります。 

４ 最も危惧するのは、犯罪行為に対する

ハードルが低いことだ。事細かにルール

本計画においては、誰もが住みやすい

多文化共生社会の実現に取り組むことと



を定め、移民ではなく労働者として位置

づけ、何か問題あれば本国へ帰っていた

だくことも含めて契約を結んでほしい。 

しております。このため、外国人への日

本でのルールやマナーの周知や、外国人

と地域住民との相互理解の促進等を通じ

て、地域住民の不安の払拭や、共生に向

けた意識の醸成に努めてまいります。な

お、違法行為や制度の不適切利用につい

ては、本計画の策定に関わらず、国とと

もに厳正に対処してまいります。 

５ 日本人にはない制度を外国人にだけ提

供するのは不公平だ。 

本計画に基づき、国籍を問わず、すべ

ての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活

き岡山」の実現に向け、地域住民と在住

外国人が協力し、互いに支え合う地域づ

くりを推進してまいります。 

６ 外国人支援推進計画に反対、岡山への

外国人受け入れを断固拒否する。地域の

安全、岡山県人ファーストの政策をして

ほしい。 

第２章２に記載のとおり、生産年齢人

口の急激な減少により、労働力の確保に

懸念が生じており、県内の社会経済活動

を維持するためには、外国人材の受入れ、

活躍が必要であると考えています。本計

画に基づき、国籍を問わず、すべての県

民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」

の実現に向け、地域住民と在住外国人が

協力し、互いに支え合う地域づくりを推

進してまいります。 

７ 人件費の低い労働力確保のために外国

人に頼るというのは大反対だ。日本文化

を尊重し溶け込める方々なら良いが、人

数が多くなると様々な要求と共に多くの

軋轢が生じているのが現実だ。 

第２章２に記載のとおり、生産年齢人

口の急激な減少により、労働力の確保に

懸念が生じており、社会経済活動を維持

するためには、外国人材の受入れ、活躍

が必要であると考えています。外国人の

受入れに当たっては、日本でのルールや

マナーの周知や、地域住民との相互理解

の促進等を通じて、地域住民の不安の払

拭に努めてまいります。 

８ 労働力として必要なのであれば、企業

が責任をもって面倒を見るべきだ。 

関係法令において、日本での生活や仕

事に関する説明や日本語教育の機会提供

等が企業の責務として定められていま

す。また、地方公共団体は、日本語教育



の推進に関し、国との適切な役割分担を

踏まえ、地域の状況に応じた施策を策定

し実施する責務を有するとされているこ

とから、本計画に基づき、県では、国や

企業、関係団体等と連携して外国人支援

に取り組んでまいります。 

９ 日本人が減少しているからといって、

外国人をただ増やしても駄目だ。支援を

する以上、外国人に選ばれるのではなく、

適切な外国人を選んでほしい。 

県として、ルールを守る外国人には地

域社会の一員としての機会を保障する一

方で、違法行為や制度の不適切利用につ

いては、本計画の策定に関わらず、国と

ともに厳正に対処してまいります。 

１０ 「移民政策」について、国ごと、資格

ごと、言語、国民性、宗教も加味した社

会的費用を計算すべきだ。 

本計画においても、様々な統計データ

を勘案し、現状の把握に努めております

が、ご意見のような社会的費用を正確に

計算することは困難であると考えており

ます。なお、現在、国においても外国人

に関する現状把握のための様々な取組が

なされているところであり、国や関係機

関と連携しながら、様々な統計データ等

の把握やデータに基づく情報発信に努め

てまいります。 

１１ 外国人材を積極的に受け入れるのであ

れば、自治体がきちんと管理し、違法が

あれば取り締まってほしい。 

県として、ルールを守る外国人には地

域社会の一員としての機会を保障する一

方で、違法行為や制度の不適切利用につ

いては、本計画の策定に関わらず、国と

ともに厳正に対処してまいります。 

１２ 国内では外国人による犯罪が報道され

る機会が増え、国際的にはテロ事案も発

生している。現存するリスクについて、

県がどのようなデータを基に検証し、判

断しているのか。特に、国籍・在留資格

別の犯罪発生をどのように分析している

のか。重大な問題が発生した際どこが責

任を負うのか、計画から読み取れない。 

国籍・在留資格別の犯罪発生について

は、明確なデータは確認できませんが、

令和７年版犯罪白書によると、令和６

(2024)年の外国人による刑法犯の検挙件

数は、最も多かった平成１７(2005)年と

比べると約４０％となっております。ま

た、重大な問題が発生した場合には、関

係する機関がそれぞれの権限と責任にお

いて対応することとなります。 



１３ 本計画は、経済的効果だけでなく、治

安維持、社会統合、行政コストなどを含

めて県民に示した上で、慎重に進めるべ

きだ。 

経済効果だけでなく、多文化共生、行

政コストなどを含めた総合的な視点に立

ちつつ、施策を実施してまいります。 

１４ 外国人労働者によるトラブルを解決す

る部署の新設を求める。 

外国人労働者によるトラブルは、日本

人と同様にそれぞれの専門部署において

対応することが基本になると考えてお

り、必要に応じて関係機関と連携しなが

ら対応してまいります。 

１５ 日本人県民向け施策との優先順位につ

いて説明がなされていない。 

日本人の県民向け施策については、生

活を支える重要なものであり、引き続き

取り組んでまいりますが、外国人材等の

受入れについても、県経済等の維持・発

展に必要な施策と考えており、本計画に

基づき、国籍を問わず、すべての県民が

明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の

実現に向け、取り組んでまいります。 

１６ 外国人材の定着を強く打ち出し、家族

帯同や教育・福祉まで含めた長期居住を

前提としているが、人口減少対策を外国

人の定住に過度に依存することは持続可

能なのか。将来の社会保障・行政サービ

スへの影響について検討が必要だ。 

外国人材等の定着は、人口減少が急速

に進む中で、人手不足対策に留まらず、

地域社会の活力維持等にもつながるもの

と認識しております。 

なお、社会保障制度の適正化について

は、国において検討が進められておりま

す。 

１７ 外国人材等への支援が中心となってお

り、日本人県民にどのような利益がある

かわかりにくい。外国人の活用が県内経

済や地域社会の維持・活性化にどのよう

に貢献するのか、説明をより丁寧にする

必要がある。 

人口減少に伴う人手不足の状況におい

て外国人材を必要とする分野があり、外

国人材等を受入れることにより、県内経

済の活性化、地域産業の維持、社会保障

や行政サービスの担い手確保等にもつな

がると考えております。引き続き、県民

の皆様の理解と協力を得られるよう、努

めてまいります。 

１８ 移民政策は主に外国からの低賃金労働

力の導入が目的だ。他国の大切な人材を、

奪い続けていることを自覚するべきだ。 

外国人材を、一人の労働者ではなく、

これからの本県の地域経済を支える「財

産」であるという姿勢の下、外国人材の

適正で円滑な受入れと定着を推進してま



いります。 

１９ この計画は、これまでの反省からくる

教訓が活かされ、いつどのように振り返

るかなど実効性のあるものになっている

か。また、外国人を支援する役割が自治

体、県民、事業者、教育機関に理解され、

協働して推進され、それぞれの役割が果

たされていくことができるか。 

本計画は、産官学労の有識者からなる

協議会での議論を踏まえて策定してお

り、本計画に基づき、国や市町村、受け

入れ企業など、様々な主体と連携し、実

効性のある取組を進めてまいります。 

２０ 今後、いつまでに、何がどのように取

り組まれ、どうだったかを明らかにして

ほしい。 

本計画に基づく各施策の取組状況につ

いては、毎年度、取りまとめてまいりま

す。 

２１ 推進条例の基本理念が県民に説明さ

れ、浸透させていく道筋が見えない。 

本計画や、岡山県外国人材等支援推進

条例については、各種事業やイベントな

ど様々な機会を通じて県民への周知を図

ってまいります。 

２２ 外国人は、ネットワークで絶えず、様々

な情報を交わしているので、本計画が岡

山県で暮らしている外国人から高い評価

が得られなければならない。 

本計画が高い評価を得るためには、外

国人も含め多くの方に認知される必要が

あることから、各種事業やイベントなど

様々な機会を通じて県民への周知を図っ

てまいります。 

２３ 今まで、様々な法令や取り組みがあっ

たにも関わらず、主旨が浸透されず、不

十分だったり、失敗してきたりした大き

な原因の一つは、監理団体や、事業所、

学校現場、地域に任せっきりにならざる

を得かったことがある。岡山県には、実

効性のある取り組みを継続して行い、本

気度をみせてほしい。 

本計画に基づき、国や市町村、受け入

れ企業など、様々な主体と連携し、実効

性のある取組を進めてまいります。 

２４ パブリック・コメントの募集が当事者

である外国人に直接届かなければ、計画

に必要な当事者の意見が反映されない。

情報周知のための多文化コミュニティと

の関係構築や、多言語化と意見提出形式

の利便性を高めることが必要だ。 

本計画は、事前に実施した在住外国人

や留学生を対象とした多言語による実態

調査の結果や、外国人への支援を担う市

町村からの意見も踏まえて策定してお

り、外国人当事者の意見を反映したもの

となっていると考えております。いただ



いたご意見につきましては、今後の施策

の参考とさせていただきます。 

 

○第１章 計画の基本的な考え方（１件） 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 外国人労働者の増加の背景は人口減少

による労働力不足なのか、そのエビデン

スが不明確だ。 

また、技能実習生による出奔・犯罪と

の相関関係の分析はできているのか。 

第２章２に記載のとおり、我が国の将来

人口は、令和 32(2050)年には１億 469万人

まで減少するとされており、製造業など、

特定の分野では深刻な人手不足に直面して

おります。また、本計画策定にあたり実施

した県内企業等への実態調査では、外国人

材の雇用開始の理由について「日本人の人

材不足に対応するため」という回答が

75.4％で、最も多くなっております。 

技能実習生による出奔・犯罪との相関関

係があることを示す明確なデータは確認で

きません。 

 

○第３章 計画の内容 Ⅰ：外国人材の活躍（５件） 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 外国人材の配偶者が他県で就労してい

るケースが増えているため、岡山県内にお

いて、配偶者が従事できる業務を行ってい

る企業とのマッチングの仕組みを整えて

ほしい。 

外国人材を含めた求職者と企業とのマ

ッチングについては、県内のハローワーク

や、県で設置するおかやま就職応援センタ

ー等で行っているところでありますが、お

話の内容につきましては、今後の施策の参

考とさせていただきます。 

２ 主な取組の内容のうち、「各産業分野に

おける必要な技能研修や資格等の取得、事

業所内での日本語教育の実施など、外国人

材の定着に向けた企業等の取組を支援し

ます。」の部分について具体性が不明だ。 

本計画においては、各産業分野で取組の

実態が異なることから、施策の方向性を示

す内容としており、それぞれの状況に応じ

た支援を進めてまいります。 

３ 現在の日本語教育は、日常会話や日本語

能力試験対策が中心で、実際に職場で必要

な、曖昧な指示の理解やトラブル対応な

ど、働く場面に即した実践的な日本語教育

が充実すると、外国人の不安は減る。 

本計画においては、事業所内での日本語

教育の実施など、外国人材の定着に向けた

企業等の取組を支援することとしており、

企業向けセミナーの開催や介護施設にお

けるコミュニケーション支援にかかる費



用の補助等を通じた支援を行うこととし

ております。 

４ 在留資格を維持するため、自分に合わな

い仕事でも無理して続けてしまうケース

も少なくない。転職・離職の制度を説明す

る講座や相談の場があることで、安心感が

生まれる。 

本計画においては、様々な相談に一元的

に対応できる相談体制の充実を図るとと

もに、様々な支援情報について、効果的な

周知広報に努めることとしております。 

５ 人権侵害や制度運用上の問題が指摘さ

れてきた技能実習制度について、課題が十

分に解消されない中、県が受入促進を全面

に打ち出すことに不安を感じる。制度の問

題点に対する県の認識や外国人材の権利

保護をどのように担保するのか明確にす

べきだ。 

技能実習制度での課題を踏まえ、新たな

在留資格として「育成就労」が創設され、

令和９（2027）年４月から施行されること

となっております。本計画においては、外

国人材の適正な労働条件や安全衛生の確

保を図ることとしており、県内企業に対

し、労働関係法令の遵守、人権の尊重、ハ

ラスメント防止に関する内容を周知徹底

してまいります。また、様々な相談に一元

的に対応できる相談体制の充実を図るこ

ととしており、問題発生時には関係機関に

通報するなど、適切に対応してまいりま

す。 

 

○第３章 計画の内容 Ⅱ：外国人との共生（３２件） 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 日本語教育をボランティアに頼るべき

ではなく、確かな方法、確かな技量、それ

を補償する賃金が必要だ。 

本計画においては、ボランティアなど日

本語教育の担い手育成に取り組むことと

しており、日本語教育の担い手の裾野の拡

大や資質の向上など、様々な取組を通じ

て、県内の日本語教育の環境整備を進めて

まいります。 

２ 特定地域における在日外国人犯罪の急

増により、住民から不安の声もある。県民

の安全・安心が最優先されるべきで、危機

管理が欠如している。 

本計画においては、在住外国人を受け入

れる地域住民の不安を払拭し、相互理解を

促進するため、様々な交流機会の創出等に

より、外国人との共生に向けた意識の醸成

を図ることとしており、こうした取り組み

を通じて、地域住民と在住外国人が協力



し、互いに支え合う地域づくりを推進して

まいります。 

なお、違法行為や制度の不適切利用につ

いては、本計画の策定に関わらず、国とと

もに厳正に対処してまいります。 

３ 日本国籍を保有する県民が安心して暮

らせる環境づくりこそが最優先だ。既に県

民の安心安全な生活が脅かされていると

感じている。 

本計画においては、在住外国人を受け入

れる地域住民の不安を払拭し、相互理解を

促進するため、様々な交流機会の創出等に

より、外国人との共生に向けた意識の醸成

を図ることとしており、こうした取り組み

を通じて、地域住民と在住外国人が協力

し、互いに支え合う地域づくりを推進して

まいります。 

なお、違法行為や制度の不適切利用につ

いては、本計画の策定に関わらず、国とと

もに厳正に対処してまいります。 

４ 外国人材を継続的・無秩序に受け入れる

ことで、今まで培ってきた地域社会の基盤

が瓦解し、治安の悪化や地域コミュニティ

の分断の加速が予想される。 

本計画においては、在住外国人を受け入

れる地域住民の不安を払拭し、相互理解を

促進するため、地域住民と在住外国人をつ

なぐ人材の育成や、様々な交流機会の創出

等により、外国人との共生に向けた意識の

醸成を図ることとしており、こうした取り

組みを通じて、地域住民と在住外国人が協

力し、互いに支え合う地域づくりを推進し

てまいります。なお、違法行為や制度の不

適切利用については、本計画の策定に関わ

らず、国とともに厳正に対処してまいりま

す。 

５ 外国人だけでなく地域住民も相談でき

る自治体や警察の窓口の設置もお願いす

る。 

第３章Ⅱ１（２）に記載している岡山県

外国人相談センターでは、外国人に関する

事柄であれば日本人からの相談も受け付

けており、市町村や警察等とも連携しなが

ら、地域住民からの相談に対応してまいり

ます。 

６ 外国人材支援において一番問題となる

のは、地域住民との摩擦であり、その原因

外国人への日本でのルールやマナーの

周知や、外国人と地域住民の相互理解の促



は、日本人との価値観、倫理観、宗教観が

異なることに起因する。これらの違いを乗

り越えるには、ルールに基づいた契約を結

ぶ必要があり、ゴミ出し、騒音、公共の場

での行為などのルールを破れば罰則があ

ることを明文化することが必須だ。 

進等につきましては、第３章Ⅱ３に記載し

ているところであり、外国人への日本での

ルールやマナーの周知や、外国人と地域住

民の相互理解の促進等を通じて、地域住民

の不安の払拭や、共生に向けた意識醸成に

努めてまいります。 

７ 外国人のコミュニティの形成が、日本文

化への溶け込みを難しくし、分断を生む恐

れがある。 

本計画においては、在住外国人を受け入

れる地域住民の不安を払拭し、相互理解を

促進するため、地域住民と在住外国人をつ

なぐ人材の育成や、様々な交流機会の創出

等により、外国人との共生に向けた意識の

醸成を図ることとしており、こうした取り

組みを通じて、地域住民と在住外国人が協

力し、互いに支え合う地域づくりを推進し

てまいります。 

８ 家族帯同の子どもたちの日本語教育に

ついて、子どもたちが知らない環境で安心

して学ぶため、保護者と一緒に参加できる

ような機会があれば、親も日本語を学べる

機会にもなるし、悩み相談の窓口にもな

る。 

本計画においても、子どもを含む帯同家

族の日本語教育は重要な課題と認識して

おり、いただいたご意見につきましては、

今後の施策の参考とさせていただきます。 

９ SNSでの情報提供について、転入したら

まずこのアカウントをフォローすると生

活に不便がない、というような強みを持っ

たアカウントが多言語であると良い。 

本計画においても、外国人への多言語で

の情報提供に取り組むこととしており、い

ただいたご意見につきましては、今後の施

策の参考とさせていただきます。 

１０ 外国人相談窓口をできるだけ長い時間

利用できるようにしてほしい。 

本計画においても、相談窓口の利便性向

上に取り組むこととしており、いただいた

ご意見につきましては、今後の施策の参考

とさせていただきます。 

１１ 日本語教師の増員を県全体で考えてほ

しい。 

本計画においても、日本語教師をはじめ

とする日本語教育の担い手の育成は重要

な課題と認識しており、国や関係機関と連

携して取り組んでまいります。 

１２ 日本語の話せない外国人は本人の努力

で習得すべきであり、特に日本語が話せな

いような子供を安易に公立学校に入れる

公立の義務教育諸学校へ就学を希望す

る場合には、国際人権規約等を踏まえ、日

本人児童生徒と同様に無償で受け入れて



べきではない。 おり、日本人の子どもと外国にルーツのあ

る子どもがともに充実した学校生活を送

ることができるよう、日本語指導に係る加

配教員の配置など必要な支援策を講じる

必要があると考えております。 

１３ 私の住んでいる市では、外国人労働者の

受入れ当初は住民とのトラブルも聞こえ

てきたが、外国語の注意書きなどが増えた

り、外国人との交流会が行われたりしたこ

とで、市民にも徐々に認知されてきたと思

う。彼らを守る法整備は必要だが、同時に

私たち日本人も「同じ人間として認めあい

ながら生きていく」という気持ちが必要。 

本計画においても、地域住民の不安を払

拭し、相互理解を促進するため、地域住民

の意識醸成や交流促進を図ることが必要

と考えており、地域住民と在住外国人とつ

なぐ人材の育成や、双方がともに参加でき

る交流イベントの開催等の取組を進めて

まいります。 

１４ 留学生は言語・文化・生活環境の差によ

って支援にアクセスしづらく、地域からも

孤立しやすいなど、精神的に追い詰められ

ている学生も多い。学校や教員で解決でき

る段階を超えており、県が主体的に取り組

むことが必要だ。具体的には①多言語メン

タルヘルス相談窓口の設置、②「危機介入

コーディネーター」制度の創設。③メンタ

ルヘルスの早期発見体制の構築、④医療・

生活支援のアクセス改善、⑤社会的孤立を

防ぐコミュニティづくりの５つを提言す

る。 

本計画においては、病気なども含めた日

常生活の相談に対し、一元的に対応する

「岡山県外国人相談センター」の利便性の

向上を図ることとしております。また、安

全・安心な生活環境の整備として医療機関

における円滑な外国人患者の受入れに向

け、メンタルヘルスを含む医療機関情報の

周知等に取り組むこととしており、留学生

に対しても、学校や関係機関と連携しなが

ら、メンタルヘルスを含めた様々な支援に

取り組んでまいります。 

１５ ムスリムの女性、特に妊産婦の診療にお

いて女医及び女性スタッフを強く要求し

てくる場合があると、日本産婦人科医会の

ホームページにも記述がある。県としてど

う対応するか、事前に医師会等とも協議し

ておく必要があると考える。 

本計画においては、県では、医療機関に

おける外国人患者の円滑な受入れに向け

た助言等を行うこととしており、宗教的、

文化的な背景にも考慮しながら、関係機関

と連携して取り組んでまいります。 

１６ 日本語を話せない外国人の子供を公立

学校に入れることを断固反対する。 

公立の義務教育諸学校へ就学を希望す

る場合には、国際人権規約等を踏まえ、日

本人児童生徒と同様に無償で受け入れて

おり、日本人の子どもと外国にルーツのあ

る子どもがともに充実した学校生活を送



ることができるよう、日本語指導に係る加

配教員の配置など必要な支援策を講じる

必要があると考えております。 

１７ 岡山県外国人相談センターを平成

31(2019)年４月に開設との記載があるが、

岡山国際交流センターで開設されている

旨を明記した方がよい。 

ご意見のとおり、計画の記載を修正しま

す。 

１８ 日本語教育は、ボランティアの育成に力

点を置くのではなく、日本語教師資格者の

待遇面の向上を図ることが、課題の解決に

肝要と考える。企業に対して所属する国家

資格者（日本語教師）の人数に応じた補助

金制度の創設や、一定の従業員数の会社に

は、日本語教師国家資格者の配置を義務付

けるなど、ここまで踏み込んで仕組みを整

えて、初めて外国人及び日本語教師から選

ばれる県になると考える。 

本計画においては、ボランティアなど日

本語教師をはじめとする日本語教育の担

い手の育成に取り組むこととしており、日

本語教育の担い手の裾野の拡大や資質の

向上など、様々な取組を通じて、県内の日

本語教育の環境整備を進めてまいります。

また、ご提案の内容につきましては、今後

の施策の参考とさせていただきます。 

１９ 地域住民と交流できる場も重要だ。安心

して日本語を使い、地域とつながれる交流

の場が増えることは、定住意欲の向上につ

ながる。 

本計画においても、外国人にも伝わりや

すいやさしい日本語の普及や、地域の課題

解決に在住外国人の参加を促すなど、地域

住民との交流促進に取り組むこととして

おります。 

２０ 外国人が働いてくれることで倒産せず

助かっている企業も多くあり、自治体とし

ても人口減少の中、外国人が増えることで

住民税が確保でき、市民としても社会保険

や厚生年金等も支払ってくれているが、そ

れに対して、外国人支援は受入企業に押し

付けている。自治体が日本語教育に必要な

お金を支援すべきだ。 

外国人材の受入れ先である企業等の責

務として、日本での生活や仕事に関する説

明や日本語教育の機会提供等が定められ

ています。 

一方、日本語教育推進法において、地方

公共団体は、日本語教育の推進に関し、国

との適切な役割分担を踏まえて、その地方

公共団体の地域の状況に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有するとされて

おり、県では、こうしたことも踏まえなが

ら、国や企業、関係団体等と連携して外国

人支援に取り組むこととしております。 

２１ 在住外国人の相談に乗る体制と合わせ

て日本人が相談する体制も整えてほしい。 

第３章Ⅱ１（２）に記載している岡山県

外国人相談センターでは、外国人のみなら



ず外国人に関する内容であれば、日本人か

らの相談も受け付けており、そうしたこと

も周知に努めてまいります。 

２２ 外国人に対し、自国では犯罪ではなくと

も日本では犯罪である内容を詳細に説明

すべき。 

本計画においては、誰もが住みやすい多

文化共生社会の実現に取り組むこととし

ております。このため、外国人への日本で

のルールやマナーの周知や、外国人と地域

住民の相互理解の促進等を通じて、地域住

民の不安の払拭や、共生に向けた意識醸成

に努めてまいります。なお、違法行為や制

度の不適切利用については、本計画の策定

に関わらず、国とともに厳正に対処してま

いります。 

２３ なぜ県立高校入試での配慮がいるのか。

日本語を勉強してから入試を受ければい

い。 

外国人の子どもが社会で自立していく

ためには、高校において適切な教育の機会

が確保されることが重要であることから、

入試における配慮が必要であると考えて

います。 

２４ 外国人の定着に関して、墓地の問題はど

うするのか。 

外国人の墓地の問題については、国や他

の地方公共団体においても様々な議論や

検討がされているところであり、そうした

動きも注視しながら適切に対応してまい

ります。 

２５ 小学校などでやさしい日本語を使うこ

とで、日本人の日本語能力が低下するので

はないか。 

やさしい日本語は、普段使っている日本

語における曖昧な表現や難しい漢字など

を分かりやすく言い換えるものであり、日

本人にとっても日本語への理解を深める

ツールとなりうると考えております。 

２６ 地域社会への参加促進等の取組は、地域

住民に理解や交流等の努力を求める内容

が多く、自治会や学校、担い手不足の地域

においては、現場の負担が増すことから、

その負担が一方的に地域住民にかからな

いような配慮が必要だ。 

地域社会への参加促進や共生に向けた

取組が、一部の地域や住民に過度な負担と

なることのないよう、配慮してまいりま

す。 

２７ 不就学の子ども・就学している子どもが

将来、日本で仕事に就くために高校進学が

本計画においては、外国にルーツのある

子どもの高校進学に向けて、日本語指導や



必須であるが、今の学校教育への取組で

は、進学のための日本語力、学力を身につ

けるのは難しい。 

入試での配慮等の取組を講じることとし

ており、関係機関と連携しながら取り組ん

でまいります。 

２８ 日本語教育推進法では、(1)日本語教育

は国、自治体の「責務」(2)機会を「最大

限に確保」(3)事業主は家族も含め、日本

語学習の支援などが書かれているが、岡山

県として実際はどうだったか、評価、検証

等が不十分である。 

本県では、県内の日本語教育の充実に向

け、有識者で構成する会議を定期的に開催

しており、会議では現状の把握や施策への

意見を聴取しております。引き続き、本計

画によりさらに日本語教育環境の整備を

進める際には、有識者会議において意見を

伺いながら、効果的な施策の検討を進めて

いきたいと考えております。 

２９ 外国人との共生を通して、さらなる岡山

のよさ、地域の豊かさに繋がる起爆剤とし

てほしい。 

本計画は、これからの本県経済の維持及

び発展に向けて取り組むものとしており、

ご意見につきましては、今後の施策の参考

とさせていただきます。 

３０ 県内に生活のための日本語、高校就学の

ための日本語を集中的に学べる日本語教

育機関がない。日本語科が学べる定時制高

校や夜間中学の柔軟な受け入れ体制の構

築が必要であり、そのための日本語教育人

材の育成と教育委員会や関係機関の連携

が必須である。 

本計画においても、日本語教育環境の整

備を進めるため、適切な役割分担の下、

様々な関係機関と連携しながら日本語学

習機会の充実等に取り組むこととしてお

り、ご意見のような日本語を集中的に学ぶ

ための体制づくりにつきましても、関係機

関と幅広く議論しながら、対応を検討して

まいります。 

３１ 認定日本語教育機関の申請準備をして

いる日本語学校は、主任適格者の不足のた

めに申請ができない状況が起きている。養

成講座を持ち多くの専任教員を擁する県

内の先駆的な日本語学校の日本語教育人

材を県内の日本語教育拡充のために活用

する仕組みが必要だ。 

本計画においても、日本語教育環境の整

備を進めるため、適切な役割分担の下、

様々な関係機関と連携しながら日本語学

習機会の充実等に取り組むこととしてお

り、ご意見のような日本語教育人材の活用

の仕組みつきましても、関係機関と幅広く

議論しながら、対応を検討してまいりま

す。 

３２ 多くの日本語教室では、講師の高齢化に

伴い教材や教え方のアップデートが行わ

れていない。後継者不足の教室支援と教室

間の連携や支援情報の共有のため、日本語

教室のネットワーク構築と県全体の支援

本計画においても、日本語教育環境の整

備を進めるため、適切な役割分担の下、

様々な関係機関と連携しながら日本語学

習機会の充実等に取り組むこととしてお

り、ご意見のような既存の日本語教室に対



体制の構築が必要だ。 する支援体制につきましても、関係機関と

幅広く議論しながら、対応を検討してまい

ります。 

 

○その他の意見（１１件） 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ ニートやフリーターの就職支援や、賃

金、労働環境の改善をせずに、外国人を受

け入れるのは改めるべきだ。 

県では、若年失業者やフリーター・ニー

ト等の就職支援などに取り組んでいると

ころであり、引き続き、これらの方の就労

を支援してまいります。また、企業が持続

的な賃上げを実現できるよう、中小企業等

の稼ぐ力の強化に努めるとともに、誰もが

多様で柔軟な働き方ができる職場環境の

整備に努めてきたところであり、引き続き

支援してまいります。 

２ 外国人の犯罪は大問題になっている。 違法行為や制度の不適切利用について

は、本計画の策定に関わらず、国とともに

厳正に対処してまいります。 

３ 引きこもりの若者や就労機会に恵まれ

ない中高年、スキル不足で再就職できない

人の活用や、デジタル化による省力化を推

進すべきだ。 

県では、若年失業者やフリーター・ニー

ト等の就職支援などに取り組んでいると

ころであり、引き続き、これらの方の就労

を支援してまいります。 

また、県が設置する高等技術専門校にお

ける、就職に必要な知識や技能を習得する

訓練を実施するとともに、中小企業等が行

う人手不足対策に向けた設備やシステム

の導入などを支援してまいります。 

４ 引きこもりや失業者、働き控えをしてい

る人等を労働市場に引き出す施策にお金

を投入すべきだ。 

県では、若年失業者やフリーター・ニー

ト等の就職支援などに取り組んでいると

ころであり、引き続き、これらの方の就労

を支援してまいります。なお、働き控えに

ついては、国において、年収の壁の解消に

向けた対応等が進められているところで

す。 



５ 外国人の受入れにより、日本人の賃金は

下がっており、日本人が働きやすい環境整

備が必要だ。 

外国人材の受入れが賃金低下の原因と

なっているか不明ですが、県では、企業が

持続的な賃上げを実現できるよう、中小企

業等の稼ぐ力の強化に努めるとともに、誰

もが多様で柔軟な働き方ができる職場環

境の整備に努めてきたところであり、引き

続き支援してまいります。 

６ 医療や教育現場はすでに過重な負担を

抱えており、これ以上の外国人の受入れ拡

大は体制崩壊の危機を招く。 

これからの県の経済の維持及び発展に

向けて、地域住民と在住外国人が協力し、

互いに支え合う地域づくりを推進し、外国

人を含めた適切な受入態勢の構築を進め

てまいりたいと考えております。 

７ 県が取り組むべきは、県民の賃金上昇、

子育て支援、技術革新、若者・中高年の再

就職支援、企業の自動化投資への後押し

だ。 

これまでも、誰もが働きやすい職場環境

の整備や、中小企業等の稼ぐ力の強化、子

育て支援等に努めてきたところであり、引

き続き、県民の皆様の生活を支える重要な

施策に取り組んでまいります。 

８ 安価な労働力である外国人材の受入れ

を進めることは、岡山県人の勤労機会を喪

失させ、労働価値の適切な評価とならず、

賃金の引き上げを困難にする。 

我が国の将来人口は、令和 32(2050)年

には１億 469 万人まで減少するとされて

おり、製造業など、特定の分野では深刻な

人手不足に直面しております。また、本計

画策定にあたり実施した県内企業等への

実態調査では、外国人材の雇用開始の理由

について「日本人の人材不足に対応するた

め」という回答が 75.4％で、最も多くな

っております。 

なお、外国人材の受入れが賃金低下の原

因となっているか不明ですが、県では、企

業が持続的な賃上げを実現できるよう、中

小企業等の稼ぐ力の強化に努めてまいり

ます。 

９ 潜在的な労働力の確保をしないまま、外

国人労働者を受け入れることは、子どもた

ちの勤労機会、勤労意欲を阻害する。 

県では、若年失業者やフリーター・ニー

ト等の就職支援などに取り組んでいると

ころであり、引き続き、これらの方の就労

を支援してまいります。 



１０ 日本人労働者の賃金や労働環境を改善

する努力を十分に行わないまま、外国人の

受入れを行うことは、持続可能な社会維持

策と言えるか疑問だ。 

県では、企業が持続的な賃上げを実現で

きるよう、中小企業等の稼ぐ力の強化に努

めるとともに、誰もが多様で柔軟な働き方

ができる職場環境の整備に努めてきたと

ころであり、引き続き支援に取り組んでま

いります。 

１１ 外国人材の長期定住や国籍取得を見据

えた場合、不正取得等があった場合の責任

の所在などについて、説明がなされていな

い。 

長期定住や国籍取得については、国が厳

格な基準の下、審査を行っていると認識し

ております。 

 


